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「三田学会雑誌」88卷 1 号 （1995年 4 月）

厚生水準の個人間比較可能下での 

不可能性定理について

—— 拡張された同情アプローチ再考——

長 久 領 春  
須 賀 晃 一

1 . は じ め に

Arrow (1951，1963) の示した社会的選択の不可能性を回避する有効な方法として提唱されてきた 

ものの1 つに，社会的選択の情報的基礎を拡大して，個人間厚生比較を許容する立場がある。この 

立場では，各社会構成員は主観的な個人間厚生比較を行うだけでなく， この個人間比較は原理的に 

見て客観的に通約可能であると主張される。この立場で書かれた社会的選択理論の文献としては， 

Arrow (1977)，d’Aspremont (1985)，d’Aspremont & Gevers (1977)，Descham ps & Gevers (1978)， 
Hammond (1976)，Harsanyi (1955，1977，1982)，M askin (1978)，Roberts (1980a, b), Sen(1977), 
Strasnick (1976, 1979), Suppes (1966)などがある。これらの中でわれわれが特に関心を寄せている 

のは，Roberts (1980a)の 「立場上の独裁者定理（Positional Dictator Theorem)」である。Roberts 
は，客観的に通約可能な選好を仮定し，その下でA rro w の独立性公理，パレート原理を定義し直 

して，それらを満たす社会的厚生関数はその立場のみで社会的選好が決定されるような立場上の独 

裁者を存在させるものであることを示した。これはH am m ondや S tra sn ickによって特徴づけが 

与えられてきたRawls (1 9 7 0 )のマキシミン原理の一般化として捉えることのできるものである。 

本稿では，これらの立場より若干情報的基礎を広げて，各個人は主観的な個人間厚生比較は行うが， 

そのような個人間比較は厚生水準の特殊な比較に関してのみ客観的通約可能性を持つと仮定する場 

合，上の不可能性定理の脱出法にいかなる結果が生じるかを検討する。ここで，特殊な比較に関す 

る客観的通約可能性とは，他者の立場に関する選好は当該他者のそれに対する選好と同一でなけれ 

ばならないという意味で，他者の立場を尊重する選好を人々が持つことを要請する同一性公理の成 

立をさす。

本稿の構成は以下の通りである。次節で，厚生水準の個人間比較を表現するための枠組みとして 

の拉張された同情アプローチを説明し，その中で効用の通約可能性について考察する。そして3 節 

では，R ob ertsによって示された定理を説明する。 4 節では，拡張された同情アプローチの中で正
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義原理を定義し，いくつかの適切な条件を満たす正義原理全体の集合を確定する。最後に 5 節では， 

同一性公理の下で立場上の独裁者定理を拡張し，A rro w 流の不可能性定理が復活することを示す。

2 . 拡張された選好と厚生水準の個人間比較

社会における個人間での序数的な厚生比較を分析するための道具として発展してきたものに，拡 

張された同情アプロ一チ（extended sympathy app roach)がある。その考え方はDavid H u m eの 

『人性論』（1739-40)，Adam S m ithの 『道徳感情論』（1 7 5 9 )に由来し，道徳哲学の中で発展させられ 

てきた社会構成の基本原理としての道徳感情に注目する。社会的選択理論の流れの中ではSuppes 
(1966)，Sen (1970)において正義原理との関連で展開された。そこでまず，拡張された同情アプロ 

一チを簡潔に示し，個人間比較の客観的通約可能性の問題をその枠組の中で考えることにしたい。

iV を個人の集合（2 S # i V < o o )とし，X と 社 会 状 態 の 集 合 く ① ）とする。拡張された 

同情アプローチの情報的基礎を与えるのは，「拡張された選好関係」である。各個人 f e i V は X X  
7V上で拡張された選好関係免を持つと仮定する。ここで， V i , j , k ^ N :

((x, j),  {y, k ) ) ^ R i

は，個人の観点からすると，社会状態 t における個人ノ_の立場は，社会状態？/における個人左 

の立場より悪くない， ということを表す。ここでは，見 は 順 序 で あ る （反射性，推移性，完備性を 

満たす）ことを仮定する。この時，片, .を拡張された選好順序という。

拡張されたプロフィ一ルa は，各 個 人 iV に対し拡張された選好順序及？を割り当てる関数 

である。 しばしば，a ( / )  = 犮？および a = (左f，及2a，•••，及のと書くことにする。A をすベての拡張 

されたプロフイ一ルの集合とする。

任意の a e A と i G N に対して主体的選好順序R t は 

R t = { { x ,  y ) ^ X x X \ ( ( x ,  i), {y,  i ) ) ^ R t )
によって定義される。 財 ，財 ，…，奶 ）を主体的プロフィールと呼ぶ。主体的選好順序につい 

てはなんら制限を課さない。

各人の拡張された選好と他者の主体的選好との間に何らかの関係が成立することを要求するため 

に， しばしば次の2 つの公理が要請される。

[同一性公理 （axiom of identity)」
任意の i, j  G  N ，x,  y  & X に対して

( 1 ) 厚生水準の個人間比較が客観的通約可能性を持つかどうかについては，次の文献の中で批判的に 

検討されている。Broome (1993)，Cooter and Rappoport (1984)，Hammond (1991)，Mackay (1984)， 
Sen (1979)，Suzumura (1994)などを参照せよ。

( 2 ) この公理は，Harsanyi (1977,1982)によって [認容公理（axion of accep tan ce)]と呼ばれている。
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(U ,  j),  (y,  ；)) G R i  ^  ((ェ，ノ_)，{y,  ノ_)) e  R f  

が成り立つとき，そしてそのときに限り， は同一性公理を満たすという。

[完全同一性公理（complete axiom of identity)]
任意の i, j ，k,  I E  N ，x ，y  E X に対して

((•r, k), (y, l ) ) ^ R t ^ { { x ,  k), {y, I)) ^ R f  
が成り立つとき，そしてそのときに限り，a は完全同一性公理を満たすという。

同一性公理（交替的に，完全同一性公理）を満たす拡張されたプロフィールの集合を欠 * (交替的 

に，A * * ) で表す。 2 つの公理とも，拡張された選好が人々の間で，ある範囲で一致することを要 

請している。 しかしながら，前者は各人の主観的な判断の対象となる立場への選好とその立場を実 

際に経験する人の選好との一致のみを要求するのに対し，後者は拡張された選好がすべての人々の 

間で完全に一致することを要求している。完全同一性公理の成立を肯定するのが，拡張された同情 

アプローチの枠組みにおける効用の客観的通約可能性を容認する立場にほかならない。

まず，効用の客観的通約可能性を主張する代表格として，Harsanyi (1955,1977,1982)の立場を見 

ておく。H arsan y iによれば，個人間効用比較は，われわれの選択行動および感情的反応がある仮 

想的状況でどうなるかという予想と，論理的に同値であり，全く異なる人格と社会的背景を持った 

他人が様々な財バスケットから引き出す効用を評価しようとすることは，私の所得，社会的地位， 

個人的状況，感情などが全く彼と同じであるならば，私自身が様々なバスケットから引き出す効用 

を評価することと同じである。そして，道徳的判断を行うに際し， しばしばわれわれはそのような 

評価をできる限り注意深く聡明に行うべき道徳的義務に服する， という。ここで問題となるのは， 

そのような立場の交換を通じて道徳的判断を聡明に行う義務に服するとしても，本当に当該他者と 

同一の判断が行えるのかという点である。これについてHarsanyi (1 9 8 2 )は，次のような想像上 

の感情移入に関する仮定を持ち込む。

[類似性の公準（similarity postulate)]
もし私が彼の立場にあり，彼の嗜好を持ち，彼の教育を有し，彼の持つ社会的基盤を持ち，彼の 

心理的構造を備えているとするならば，そのとき私の選好はどのようなものになるかを自問せよ。 

私と他の個人との間に認められる嗜好や教育などに関する経験上の相違に対してひとたび適切な承 

認がなされたならば，そのときには私にとって，任意に与えられた選択対象に対する私と他の個人 

との基本的な心理的対応は同等である。

この公準により，次のように主張できる。一般に，われわれが他の個人について十分な情報を持 

ち，彼への感情移入を真剣に行おうと努力するのであれば，様々な選択対象から彼が得るであろう 

効用や不効用について，われわれは十分に合理的な推定を行うことができるに違いない。その結果，

( 3 ) 厚生の個人間比較を行う方法はそれぞれの立場によって異なる。展望論文としては，Hammond 
(1991)，Sen (1979)が参照されるべきである。
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人々の間で任意の選択対象に対する選好は同一になる。

このようなH arsan yiの立場には，いくつかの問題点が含まれている。類似性の公準に従って感 

情移入を行う場合には，ある個人が別の個人の立場に立ってその個人に感情移入できるだけでなく， 

その個人がさらに別の個人の立場に立って感情移入しているときにもまた，その感情移入している 

個人に感情移入できるという二重の感情移入が成立しなければならない。公理の定式化に戻ってこ 

のことを考えてみる。同一性公理では，個 人 / が個人ノ_に感情移入し，ょにおける個人ノ•の立場と 

y における個人ゾの立場とを比較し，個人ノ•がそこで持つであろう選好を尊重している。それに対 

し，完全同一性公理では， における個人 / : の立場と y における個人/の立場を比較している個 

人に個人が感情移入しようとしているのであって，状態ょと状態 y の中にいる具体的な個人 

の立場を想像上経験し尊重しようとしているわけではない。つまり，相手の立場を彼の身になって 

尊重するという形式にはなっていないのである。すなわち，十分な情報があって熟慮的判断を行う 

能力があれば完全同一性公理が成立するとは安易に主張できないのであって，全く次元の異なる感 

情移入の方法を提示しなければならない。

H are(1963，1981)も H a r sa n y iと同様，完全同一性公理を容認する議論を展開している。H a r eは 

カント的自律性と功利主義の統合から客観的通約可能性を持った厚生との個人間比較を提示してい 

るが，彼の拠って立つ基盤は，道徳原則 .道徳的判断の普遍化可能性と指図性という2 つの要請であ 

る。ここで普遍イ匕可能性とは個別の主体や状況によって道徳原則.道徳的判断が変イ匕しないことを 

意味し，指図性とは道徳原則が主体にその実行を要求する性質をいう。そして，普遍化可能な指図 

を与える道徳的判断を形成するための方法が相手の立場に立つことであり，さらにそれを一般化し 

て，全体の立場に立つことである。H a r eにおいては指図の実質的内容は選好であり，選好されて 

いるから実行すべきであるという指図が導かれることになる。 したがって，他者の立場に立って普 

遍化可能な指図を与える道徳原則 • 道徳的判断であって初めてその名にふさわしいものと考えらる。 

ここでの拡張された同情アプローチに照らして見ると，H a r eの意味で普遍化可能な指図性を持つ 

選好が道徳原則 • 道徳的判断の基礎でなければならない。そして道徳的判断は相手の立場，さらに 

は全体の立場に立たなければ普遍化可能とはならないのであるから，この推論に合致する拡張され 

た選好はすべての個人間で一致するはずである。つまり H a r eの見地からすれば，道徳原則•道徳 

的判断の基準を形成するものが社会的厚生関数であるという想定の下では，完全同一性公理はその 

前提条件でなければならないといえる。あるいは，次のようにいってもよいであろう。われわれが 

正当な道徳的判断を行う場合，その正当性は他者の立場に立って，当該他者の選好で評価して容認

(4 )  Harsanyiの場合は，全員が個人的効用の算術平均で表される同一の倫理的選好を持つことを指 

しているが，拉張された同情アフロ一チでは完全同一性公理の成立とみなせる。また，Harsanyiの 

論議に対する批判的検討としては，Scanlon (1991)を参照せよ。

(5 )  H areの功利主義的道徳哲学に関する分かりやすい解説が，内 井 （1988)，山 内 （1 9 9 1 )にある。
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できるものでなければならない。これが普遍化可能性の要請であり，拡張された同情アプローチか 

らみれば，完全同一性公理を要求することと同義である。

ところで，完全同一性公理に対する徹底した批判がSuzumura (1 9 9 4 )において与えられた。 

Su zu m uraは，Kaneko (1 9 8 4 )に基づいて，各個人が立場の交換によっても想像できない個人的 

特性を持っている場合，他者の立場に身を置いたからといってその人と同一の選好を持つとは限ら 

ないことを示した。そこではH a rsa n y iの類似性の公準が成立しないことを前提とした議論が展開 

されている。だが，類似性の公準が成立するか否かは実証の問題であり， また理論構築上の仮定の 

適切さに関する評価の問題であるので，十分な吟味が必要である。重病患者の痛みは，それに罹っ 

たことのある者でなければ分からないといわれるし，痛みの程度は人それぞれに異なるともいわれ 

る。 したがって，交換不可能な個人的特性の存在を認める立場に分がありそうである。現実世界で 

われわれが信頼を置けるのは，せいぜいのところ他者の立場に身を置いて当該個人が持っている選 

好を尊重するという態度くらいであろう。ひとまずわれわれとしては，同一性公理を満たす拡張さ 

れた選好を前提として，社会的選択の問題を検討すべきであろう。

3 . 拡張された社会的厚生関数

次に，拡張された社会的厚生関数を導入し，これまでの主要な結果を見ておくことにしよう。 

「披張された社会的厚生関数（extended social welfare function)」F は，披張されたプロフィ一ルの 

ある集合に属する各《に対して，X 上の順序となる社会的選好F  U ) を対応させる写像である。 

F に対して要請される公理としては，次のようなものがある。

[公理 UD (Unrestricted Domain)]
F の定義域はA である。

[公理 RI (Roberts’ Independence)]
任意の  a , b & A ,  x ，y e  X  に対し， [ ( (x，i), {y,  i)) e  i), {y,  0 )  e  划 が す べ て の  i e

N に対して成り立つならば， [(エ，y ) ^ F { a ) ^ { x ,  y ) ^ F { b ) ] が成り立つ。

[公理 W P (Weak Pareto Principle)]
任意の a e 凡エ，y e X に対し，{{x,  i), (y,  i ) ^ P ( R f ) がすべての / e i V に対して成り立つな 

らば，（エ，y) E 尸(厂（《) ) が成り立つ。

次に，拡張された同情アプローチの下で独裁者を定義する。任 意 の に 対 し ， 

((エ，d) ,  {y,  d )  e  P ( R S ) であるとき，そしてそのときに限りU ，y) G P ( F ( a ) ) が成り立つならば， 

ゴ を 独 裁 者 と い う 。

( 6 ) 公理RI，W Pおよび独裁者の定義は主体的選好を用いて書き換えることができる。そのとき，定 

理 1 の成立は，通常のA rrowの不可能性定理から直接に従うことが分かる。
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定理 1 . (Roberts (1980a) Theorem 6)
拡張された社会的厚生関数F が公理U D，RI, W P を満たすとき，独裁者ゴ e i V が存在する。

定理に示された不可能性を回避するためには， これらの公理で表現された条件に制約を加える適 

切な方法を探ることが必要である。拡張された同情アプローチにおいて不可能性が回避されたと考 

えられているのも，公理の適切な制約によって一般化されたR a w ls的な社会的厚生関数が導出さ 

れているからに他ならない。そこで，Roberts (1980a)に よ っ て 示 さ れ た 「立場上の独裁者 

(Positional Dictatorship)定理」を見てお く。

R o b ertsは完全同一性公理を満たす拡張された選好のみを前提とし，次のような公理を掲げてい 

る。

[公理 DCI (Domain of Complete Identity Profiles)]
F の定義域はA * * である。

[公理 RI (Roberts' Independence) J
任意の  a，ろ e  A **，x ，y e  X  に対し，[((ハ i), {y,  i)) ( (x,  i), (y,  i ) ) ^ R b] が す べての /

E i V に対して成り立つならば， [{x,  y)  e  F ( a )  ^  (x,  y)  e  F ( 6 ) ]が成り立つ。

[公理 A  (Anonymity)]
任意の  a, b y G X , / e  iV に対し， [((ェ, i), (y,  i)) e  R a ^ ( ( x ,  n{i ) ) ,  {y,  n { i ) ) ) ^ R b]

となる iV 上の置換 n が存在するならば， [ U  y)  e  F ( a )  ^  (x,  y)  e  F ( 6 ) ]が成り立つ。

想像上の立場の交換を考える拡張された同情アプローチにあっては，公理 A はルールの公正さ 

を保証する重要な条件と見なされよう。これは，H a r eの普遍化可能性の要請を社会的選択理論の 

枠組みで表現したものに他ならない。

最後に，「立場上の独裁者（Positional Dictatorship)」の定義を与える。完全同一性公理の下では， 

プ ロ フ ィ ー ル は =  (犮，及，…，犮）と表されることに注意しよう。そこで a と犮を同一視し，社会 

状 態 に お い て 悪 い 方 か ら / 番目の立場をバ片メ）と表すことにする。ここで，無差別があ 

れば任意の順位にする。さて，任 意 の 見 左 ，…，左)，x j E X に対し， ( ( x , t ( R ,  x ) ) , { y , t { R ,  
女川已バめならば “ “ 已 バ … が成り立つとき，そしてそのときに限り，この立場を立場上の 

独裁者という。

定理 2 . (Roberts (1980a) Theorem 4)
拡張された社会的厚生関数F が公理DCI，RI, A, W P を満たすとき，立場上の独裁者 f  e  I V が 

存在する。

この定理によれば，任意の 2 つの選択対象に対する社会的順序は，各社会状態における，番目に 

劣位の地位による個人間厚生比較のみに依存して構成される。このような立場上の独裁者の重要な

( 7 ) これは上で示した公理を，完全同一性を満たすプロフィールからなる定義域の下で書き直したも 

のである。
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例としては，Hammond (1976)，Strasnick (1 9 7 6 )によって公理論的に特徴づけられたR a w ls的マ 

キシミン原理の辞書式拡張がある。R o b ertsの定理が持つ1 つの欠陥は，その定義域が相当に限定 

的であることである。完全同一性公理を満たす拡張された選好プロフィ一ルから定義域が構成され 

るといことは，すべての個人が同一の拡張された選好を持つことを要求している。この公理自体が 

それほど正当性を持たないことは前節で述べたし，定理 1 と2 の中間にどのような命題が成立する 

かも重要な問題であろう。次節以降では，完全同一性公理を満たさなければならないとする定義域 

の限定性を緩和し，同一性公理を満たせばよいとしたとき，R ob ertsの立場上の独裁者定理はどの 

ように修正されるかを検討する。

4 . 正義原理の特徴づけ

本稿におけるもう1 つの主要概念は「正 義 原 理 （justice principle)」である。拉張された同情ア 

プロ一チでは，厚生水準の個人間比較を情報として用いるので，正義原理という個人間比較を必要 

とする社会状態の判断基準を導入する環境が整っている。正義の観点からすると，実は定理 1 で述 

ベた不可能性より深刻な不可能性が存在している。それを述べるために，Suppes (1966) によって 

導入された「正義の等級原理（Grading Principle of Justice)」を定義する。任者、の i G  N ，x ，y G X  
(エ幸シ）に対し， iV上の置換 7 r e n が存在して，

(Cr，i), {y,  n { i ) ) ) ^ R
が成り立つとき，そしてそのときに限り，及 は 不偏性（im partia lity )を満たすという。これを

(oc, y ) [  ( O s ( R )

と表し， を S u p p esの正義の等級原理という。 また，任意の a e 八エ，y e  关y ) に対し，

(x,  f| cos ( R i ) ^ ( x ,  y)  ^ F ( a )
かつ

{x,  y ) e  n P ( a ) s ( R i ) ) ^ { x ,  y ) ^ P { F { a ) )
を満たすとき，拡張された社会的厚生関数F は S u p p esの正義の等級原理を満たすという。

定理 3 . (Sen (1970: Theorem 9*2)，Suzumura (1983a: Theorem 1))
公理 UD，W P およびS u p p esの正義の等級原理を満たす拡張された社会的厚生関数厂は存在し

ない。

この定理によれば，パレート原理と正義の等級原理は無制限の定義域の下で矛盾する。 しかしな 

がら，Sen (1 9 7 0 )で示されたように，同一性公理を満たす拡張された選好プロフィールからなる 

定義域に制限すれば，両者は矛盾することはない。正義原理を明示的に導入することで公理に制約 

を加えるというここでの立場からすれば，パレート原理と正義の等級原理とが矛盾をきたさないプ 

ロフイ一ルに考察の対象を限定することには妥当性があろう。
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さて，正義原理は，拡張された同情による厚生水準の個人間比較を表現した拡張された選好順序 

を，社会状態の集合X 上の倫理的選好関係に変換するルールとして定義される。すなわち， (0 を 

ある正義原理とすると，X X # 上の任意の拡張された選好順序左に対し，X 上のニ項閨係⑴ (及) 
は， ( x ，y)  6 (0 {免) のとき，そしてその時に限りx は y と少なくとも同程度には正義に適うと判 

断される。ここでは，正義原理w は次の条件を満たすと仮定する。

( 1 ) 順 序 性 (ordering):
ズ X TV上の拡張された選好順序犮に対し，qj{ R ) は X 上の順序である。

(2) 独 立 性 （independence):
X x  iV 上の任意の2 つの拡張された選好順序犮，左'，任意の x ，y e X C r 手y ) に対し，

( (x,  i), (y,  j ) )  e  左 h  ((x , i), (y,  j ))  e  R r 
が任意の z‘，y e i V について成り立つならば，

(x,  y ) ^ o ) { R ) ^ { x ,  y ) ^ c o ( R ,)
が成り立つ。

( 3 ) パレ一ト的全員一致性 (Pareto-like unanim ity):
任意のX ，y 半y ) に対し，

((■r, i), {y, i)) e  R
がすべての / e A M こついて成り立つならば，（エ，ダ）£ 必（及）が成り立ち，さらに少なくとも 

1 人の i0& N について，

(U , io), (y,  i o ) ) ^ P ( R )
が成り立つならば，（エ，y)  e  P { a ) { R ) )が成り立つ。

( 4 ) 匿 名 性 （Anonymity) ■
X X iV 上の任意の2 つの拡張された選好良，R \ および任意のエ，y e  幸! / )に対して， 

(U , j ) ) ^  R ^ ( ( o c ,  K(i )) ,  (y,  p ( y ) ) ) e  及’
となる# 上の置換 n, p が存在するならば，

(oc, y)  e  co{R)  h  (x,  y ) e  a){Rf)
が成り立つ。

上記の 4 つの条件を満たす正義原理の集合をで表す。条 件 ⑶ と （4)は不偏性を含意する点に 

注意しよう。すなわち，正義原理は S u p p esの正義の等級原理を包含しているのである。逆に， 

S u p p esの等級原理は条件（1 )を満たさないので，ここでいう正義原理ではない。

( 8 ) 正義原理が満たすべき条件として4 つの条件を挙げたが，通常，正義原理として取り上げられる 

Benthamite原 理 （古典的功利主義原理) ，Rawlsian m axim in原理などはこれらを満たす。Suppes 
(1966)の正義の階級原理は順序性を満たさないので，ここでいう正義原理ではない。

( 9 ) Sen (1970) あるいは Suzumura (1983b) を参照せよ 0
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次に，正義原理の集合13の特徴づけを与えよう。まず，R a w lsのマキシミン原理を拡張して正 

義原理の族を構成する。五71を 《次元ユークリッド空間とする。各 五 "に対し，r の成分を大き 

い順に並べ， f 番目のものをパv ) と書く。等しい成分がある場合には，任意の順番を付ける。す 

なわち，

( 5 j V V £ E  : Vi(v)  ^  V2(v) ^  … ^  Vn(v)

が成り立つ。また，n を# 上の置換の集合とし，所与の；r e n に対して五7*上のニ項関係= ；：，>疋 

および辞書式順序 > 兀を次のように定義する。すなわち，

(6-1) v 1>n V 2<̂  3 r  G  N .，V z S  {1,2, •••, r  —1}:
( 10)

V K-Hi(,vi)) — V rt-i(i(v2)) & V 7T-I(r(vi))Jr-i(r(v2))
(6_2) — 7：v 2 V / E  N ; = v 2k-i(h.v2))
(6-3) v l ^ 7：v 2^  v l > n v 2 ある い は パ ニ パ 2
拡張された選好順序犮とその効用指標による表現Mが与えられたとする。任意の J： e x に対 

してベクトルw (1r) =  (M(<r , 1 ) ,m(:t, 2)，…，mCt, « ) )は，五nの点として表される。そこで，兀-辞 

書式正義原理 (Ok を

x , y  e X : (x,  y)  e  cok{ R)  ^  u { x ) > n u (y)
によって定義する。容易に確認できるように，糾 已 。が成り立つ。 

k が置換であることから， n ! 種類の正義原理が存在することになる。

命 題 1 _ q =  {q)k i n }

(証明）定理 2 (Robertsの立場上の独裁者定理）を適用することによって証明できる。任意の⑵ 

をとる。条件 (1 )に注意すると，如は完全同一性公理を満たす定義域上の社会的厚生関数とみ 

なすことができる。条件 (2)， （3 )および⑷より， cyは R o b er tsの公理を満たすので，任意の拡張 

された選好順序左，任意のエ，シe X に対して，

( x ，y)  e  P( c o ( R) )  ^  ((x,  p x), (y,  p y)) G P { R )
が成り立つ。ここで，px (あるいはル）は及で評価して x  (あるいはy ) においてp 番目に状態の 

悪い個人を表す。

次に，（U ，ル)，（y，ル )）e バ左）と仮定する。w は条件 (4 )を満たすので，一般性を損なうことな 

く IhcニP f P とおくことができる。ここで，拡張された選好順序の部分集合R p を 

R p =  [ R  I {(x,  px), (y,  py)) e  I ( R ) }
によって定義する。你 上 の 出 の 制 限 を 0>|你と書けば， 0>丨办もまた個人の集合 iV \{ p } を持つ

(10) 7T1は K の逆写像を表す。

( 1 1 ) ここで効用指標関数mは，拡張された選好順序及が与えられたとき，任意、の x ， N,  i J ^ N  
に対して

((oc, i), (y, j)) e  u ( x，i) > u (y, j)
を満たすものと定義される。
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R ob erts的な社会的厚生関数である。再び定理 2 を適用すれば，任意の及，任意のエ，ダ£ズに対 

して，

( x ，y)  e  P{co{R) )  b  {{x,  qx), (y,  qy) e  P ( R )
が成り立つ。こ こ で ぬ （あるいはみ）は及で評価して ：r (あるいは2/ ) において《番目に状態の悪 

い個人を表す。

この手続を繰り返すことにより，w —1 個 の 数 r ，… を得る。そしてこの手続は唯一人の個 

人が残されたところで終了する。その個人の地位を2 とすれば，条件 (2)より 

( U ，zx), (y,  z y)) e  P (良、一 (x,  y)  e  P { R )
が成り立つか，そうでなければ ( X ，y )  ^ I ( R ) となる。

そこで，iV上の置換；r を

7r、p) =  l ，K^q) =  2, ^ (r )  =  3, n \ z )  =  n  
によって定義すると， (0= (Onが從い，証明が完了する。丨丨

この命題により，条件 (1 )〜（4 )を満たす正義原理の集合が， 7T-辞書式正義原理の集合に一致す 

ること，すなわち冗- 辞書式正義原理のみを考察の対象とすればよいことが分かる。

5 . 不可能性定理

この節では，同一性公理を満たす拡張された選好順序を定義域とする場合，A r r o w の不可能性 

定理と同種類の不可能性定理が再現することを示す。そこでまず， この拡張された社会的厚生関数 

F に対して課される公理を掲げる。

[公理 I (Independence)]
任意の a，b G A * ，x ，y  G X に対し， [Cr，y ) e  6>(於 ；̂ ( エ，y ) [ 山（於 ) ] がすべての / eTV，山e  

Q に対して成り立つならば， [ 0 ,  y )e _ F ( a ) H C r，y ) e _ F ( 6 ) ]が成り立つ。

この定理は先に触れたR ob ertsの公理R Iの自然な拡張になっている。公理 R Iは拡張された選 

好順序に関する条件であったが，公理 I は正義原理を拡張された選好順序に作用させて得られた倫

( 1 2 ) この命題により，正義原理が単調性（m onoton icity)を満たすことがわかる。ここで単調性とは， 

X x iV 上の任意の2 つの拡張された選好順序良，R ' , および任意のエ，y e X C r ネy )に対して，

((x,  i), {y,  j ))  E  左— {(x,  i \  {y,  j ))  G R'
かつ

( U  i), (y,  ；)) E  P ( R )  — ((X，i), {y,  j ) )  E  P{R' )
が成り立つならば，

U ，y ) e  w ( R ) ^ ( x ,  y ) G  co(R')
かつ

(x,  y ) ^ P ( c o ( R ) ) ^  (x,  y ) ^ P ( o ) ( R ' ) )
が成り立つことをいう。
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理的選好に関する条件となっている。すなわち公理 I は，拡張された選好が異なっていたとしても， 

それにあらゆる正義原理を作用させて得られる倫理的選好において（X，y ) に関する順序が同一で 

ある限り，U ，! / )に関する社会的選好も同一でなければならないことを要請している。拡張された 

選好順序の定義域が普遍的であっても一般に倫理的選好は普遍的定義域を構成するとは限らないの 

で，両者の差異に注目すべきだろう。

[公理 M (Monotonicity)]
任意の  <2, 6 e A * ,  X，y  e X  に対し， [(エ，y)  e  y ) ^ a ) { R ' i ) ] か つ [(エ，y)  ^  P(co

y ) ^  P ( c o ( R f ) ) ]が す べ て の c y e i 3 に対して成り立つならば， [Cr，y ) ^ F ( a )  
ー (ェ，y)  e  F ( b ) ] かつ [(x,  y)  e  P ( F ( a ) ) ^ > ( x ,  y)  G P ( F ( ^ ) ) ]が成り立つ。

すべての正義原理で見てぶがy よりもいっそう正義に適うとすべての人が判断するように，拡 

張された選好順序が f lから b に変イ匕したとき，《において：c が y より社会的に選好されるならば， 

b においても：！：は y より社会的に選好されなければならない。これが公理M の意味である。

[公理 U (Unanimity)] 、

任意の a，ろ e X に対し，( x ，y 、G  fl P( co(把)）が す べ て の に対して成り立 

つならば，（X，y) e P ( _ F ( a ) )が成り立つ。

公理 U はパレート原理を倫理的選好に適用したものだが，この場合にもすベての正義原理を対 

象としている点に注意すべきである。次の命題はほとんど自明だが，公理 U の含意を明確にする 

のに十分である。

命題 2 . 任意の拡張された社会的厚生関数F に対し，次の 2 つは同値である。

(i) F は公理U を満たす

(ii) はスッピス的全員一致性 (Suppes U n an im ity )を満たす。ここにスッピス的全員一致性と 

は，次の条件である。すなわち，任意の a 巳バ*，：!：，？/ e X に対し，Cr，？/ ) ' . 。 尸（奶 （及?)）ならば， 

(_r，y) E が成り立つ。

(証明）任 意 の ⑴ パ ' e i V に対して，尸（队 （虎 (及?)）が成り立つので， (i) 
4 ( i i ) は明か。次に，叫 を 用 い て （i i ) # ( i ) を示す。そこで，任 意 の こ 対 し ， 

(x,  .Qn P(q}s ( R ? ) )が す べ て の 出 に つ い て 成 り 立 つ と 仮 定 す る 。これはすべての i らN
に対して（エ，] / ) ^ ^ 尸（此 （及f ) ) が成り立つと同値である。糾 の 定 義 よ り こ れ は 尸  

(w (於 )）を含意するので， ( i i )よ り が 従 う 。||
次に，及？上のニ項関係& を定義する。すなわち，任意の f e i V ， に対して 

(oc, y ) ^  dt ( R i ) ^ ( ( x ,  t ( i ,  a)x), {y,  t ( i ,  a)y)) e  R f
ここで “ /，a h は及 f で評価して状態：c における第，番目に立場の悪い個人を表す。このニ項関

( 1 3 ) 普遍的定義域（universal d o m a in )とは定義域が任意の順序によって構成されていることを指す。

( 1 4 ) スッビス的全員一致性は，前節で述べたSuppesの正義の等級原理より若干弱い条件である。
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係 ふ を 「/ 番 目 の 立 場 を 尊 重 す る 原 理 positional principle)」 と呼ぶ。明らかに，w 個 の Z番目 

の立場を尊重する原理が存在するので，これらの原理の集合はN と同等であると考えることがで

きる。

i ^ N とZ ) c iV が与えられたとする。このときペア ( i，D ) は

& ( y , x ) ^  n  P ( d t( R f ) ) - * ( x ,  y ) ^  P ( F ( a ) )

が成り立つとき，そしてその時に限り（エ，y) x  X に対して「ほとんど決定的（almost decisive)」 
であるという。 またペア（/，の）は，

(x,  y ) ^  n 見つ) — i x ,  y)  e  P { F ( a ) )

が成り立つとき，そしてその時に限りCr，y ) e X x X に対して「決 定 的 （decisive)」であるという。 

X X X のすベてのペア、x , y ) に対して（/，切が決定的であるとき，そしてその時に限り ( i，D ) は 

決定的であるという。

定理 4 .

公 理 I，U ，M を満たす任意の拡張された社会的厚生関数F に対して，決定的であるペ ア U， 

D * ) が存在する。ここで / ) * はただ 1 つの要素を持つ集合である。

(証明） w =  2 のケースを，次の 2 つのステップに従って証明する。

ステップ1 ••まずあるペ ア こ対し

( 1 ) ( x，y)  e  P{(os {Rf ) )  & (y,  x )  e  P ( w s { R t ) ) ^ { x ,  y)  e  P ( F ( a ) )

が す べ て の に つ い て 成り立つあるペ ア 0_，{メ} ) が存在することを証明する。ここで i ，j e N  
である。

次のようなプロフイ一ル f l G A * をとる。

及？：（ろ 1)，{y,  2)，(x,  2)，{ y , 1)
R 2 \ {y ,  2)，( x , 1 ) ,{ y , 1 ) ,(x,  2)

このとき倫理的選好は

c o s ( R f ) : x ,  y  (OsiRz) : y,  x
となる。 もし（エ，ダ）已户 (厂（以)）あるいは（ダ，エ）已户 (厂（̂2))が成り立つならば，⑴の不偏性と公理 

I より，前者の場合ペア（エ，y ) とペア（1，{1})，後者の場合ペア (y,  x ) とペア（2, {2 })が⑴を満た 

すものとなる。そこで，Cr，y ) e / ( F ( a ) ) となる場合に⑴の成立を示す。任意の 2 £ ズ \ { エ，ジ} 
をとり，次 の よ う な プ ロ フ イ 一 ル を 考 え る 。

( 1 5 ) 左側にあるペアほど厳密に望ましいものを表す。拡張された選好順序は推移性を満たすので水平 

に述べることができる。
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敗 ：( x , 1)，{y,  2)，(z,  2)，{x,  2)，{ y , 1)，( z , 1)
R I  ： (y,  2)，U ，2)，Cr，1)，{ y , 1)，( z , 1)，( x ，2)

このとき倫理的選好は

a)s(Ri)  \ x , y , z  (OsiRi) \ y , z , x  
となる。公 理 I と命題 1 より，Cr，y ) e / ( F ( 6 ) ) と 尸 C P (6 ))が成り立つが，F ( b ) の推 

移性から（x ，2 ) e 尸( F ( 6 ) )が従う。よって，⑴の普遍性と公理 I より，ペア（x ，y ) とペア（1,{1}) 
が （1 ) を満たすものであることが分かる。

ステップ2 : 次に，（1 ) を満たすペア（/，{ / } )が決定的であることを示す。一般性を損なうことな 

く， と仮定する。任意のペアU  をとる。このとき， 3 つのケースに分けて証明

しょう。

(ヶース2-a) : [z, w } n { x ,  ?/} =  0 .
次のようなプロフイ一ルa e A * をとる。

R i  ： U  1 ) ,(oc,1)，(y,  2)，(w,  2)，(z,  2), (x,  2), ( y , 1 ) ,( w , 1)
R 2 : {y,  2), (w,  2), ( z , 1 ) ,{ x , 1)，{ y , 1)，( w , 1)，(z,  2)，(x,  2)

このとき倫理的選好は

qjs^ R i ) : z, x ,  y,  w  (OsKRi) : y,  w,  z,  x  
となる。ステップ 1 より，Cr，y ) e 尸（F ( g ) ) である。 また公理U と命題1 よりU ：c)，（y ，W e P  
C F (a ))が従う0 F ( g ) の推移性より（2, ル）G 尸（F U ) ) を得るが，公 理 I とM によりペア（1，{1}) 
が U ，w ) に対して決定的なことを含意する。

(ケース2-b) : {z, w} f ] { x ,  y ) がただ 1 つの要素からなる。 

y =  w であるケ—スを考える。他のケ一スも同様に証明できる。以下のようなプロフイ一ル 

メI * をとる。

R a, ： U  1)，U , 1)，(y,  2)，(z,  2)，Cr, 2)，{ y , 1)
R i : {y,  2)，( z , 1)，( x , 1)，{ y , 1)，(z,  2)，(x,  2)

このとき倫理的選好は

cos{Ri) ：z , x , y  cosiRz) : y , z , x
となる。ステップ 1 より，（； 1 / ) £ 尸(厂（び)）が成り立つ。また，公理 U と命題 1 よりU d e P  
( F ( a ) )が成り立つ。 の推移性より，( z，y ) e P ( F ( a ) ) を得るが，公 理 I とM を用いると， 

(1，{1 })が U  w ) に対して決定的であることが分かる。

(ヶース2-c) : {z, w} =  {x,  y)
まず， j: =  2 かつ ？/ = ルと仮定する。この場合，公 理 M を直接に適用して，ペ ア （1，{1})が U ， 

w ) に関して決定的であることが分かる。これまでの結果を総合すると，（y ，x ) を除くすべてのぺ 

アに対してペ ア （1，{1 } )は決定的であるといえる。そこで，
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( 3 ) ペア（1，{1})は {y,  x ) に対して決定的である 

ことを示す。任 意 の を と り ，（ケース2 - b ) の結果を適用すると，ペア（1，{1})は（5, 
y ) に対して決定的となる。したがって（ケース2 - b ) においてCr，y ) を（s，y)に置き換えて同様の 

議論を繰り返せば，（3 )を得る。

以上により，w = 2 のケースで定理の証明が完了した。w 2 3 のケースでは，かなり込み入った 

議論が必要なので省略する。丨丨

同一性公理を満たす拡張された選好順序を定義域とし，R o b e r t sと類似の公理を満足する拡張さ 

れた社会的厚生関数は，次のような個人と立場のペアの存在を許容する。すなわち，その個人が社 

会状態ょにおける，番目の立場をy における，番目の立場より望ましいと判断するならば，社会 

的にx は y り望ましいと判断されなければならない。この意味を明らかにするために例を挙げる。 

次のようなプロフ イ 一 ル をとる。

: (ェ，2)，{ y , 1)，( X ，1)，{y, 3)，{x, 3)，{y, 4)，•••，(x,  k), {y, …，{x, n - l ) ,  (y, n), (x,  n), (y,  2)
R i  : {y, n), (x,  n), •••，{y, k), (x,  k), •••，{y, 3)，{x, 2)，{y, 2)，(x,  3)，{ y , 1)，( x , 1) (/c = 2, 3 , …，n) 

このとき倫理的選好は

o) s (Ri ) : x ,  y  o)s(Rk): y,  x  (左= 2 , 3 , …，w)
また，主体的選好は

( y , x ) ^ P m )  (x,  y ) ^ P ( R i )  {y,  x ) ^ P ( R f )  U  =  2, 3 , …，w)
である。いま， （1，{2})が定理でいう決定的なペアであるならば，( x，y ) G P ( F ( a ) ) が従う。すな 

わち，個人 1 は他者の倫理的選好を無視し，下から2 番目の立場のみを考慮してt が y より望ま 

しいとする社会的選好を導くのである0 すなわちZ =  2 のとき，バ1 , 1 ，/ ( I , <2^== Wだか 

ら，（エ，y) G あ（及?）が成り立ち，一方， t {k,  a ) x = 2 ,バ左，a)友= 3  (ん=2, 3 , …，w )だから，( y，x)  e  
82{ Rf ) { k=2 ,  3, • • • , « )が成り立っている。にもかかわらず，Cr，y ) e 尸CP(a))が成立せざるを得 

ないのである。このような個人1 はA r r o wの不可能性定理における独裁者より強力な決定権を持 

つ。したがってわれわれは，同一性公理を満たす拡張された選好を定義域としながら，いっそう深 

刻な不可能性に直面することになる。

もちろん，Rober tsの提示した公理とは異なるので注意が必要である。われわれは正義原理を明 

示的に導入しそれを用いて公理を表現しているので，間接的なアプローチとなっている。しかし， 

任意の正義原理に対して条件の成立を要求しているので，公理そのものはRo be r t sのものより強 

化されている。ただし，Robe r t sでは必要とされなかった単調性を公理として要請しているという 

弱点もある。

(16) 詳細についてはNagahisa and Suga (1994)を参照せよ。
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6 . 結論的覚書

本稿では，厚生水準の個人間比較が可能な下での不可能性定理について考察した。厚生水準の個 

人間比較が可能であるとして，それがどの程度の客観的通約可能性を持つかは議論の分かれるとこ 

ろである。本来主観的である拡張された選好は，完全同一性公理を満たすほどには客観的に通約可 

能であるとは考えにくい。われわれは，拡張された同情アプローチにおいては，他者の立場を尊重 

するという倫理的要請を表現した同一性公理を満たす拡張された選好プロフィ一ルに考察の対象を 

限定してよいとした。以上の設定の下で，R ob ertsの立場上の独裁者定理を一般化した定理が得ら 

れた。

ところで本稿では，個人間厚生（効用）比較のもう1 つのテーマである厚生格差の個人間比較に 

ついてはまったく触れなかった。厚生格差の個人間比較に関する情報が与えられたとき，Arrow  
流の不可能性定理がどのように変更されるかについてはこれまでにも多くの研究がなされている。 

それらは完全同一性公理を満たす拡張された選好に考察を限定しており，本稿の立場からすれば不 

完全であるといえる。 しかし最近になって，Roberts (1992) が同一性公理を満たす拡張された選 

好にまで定義域を広げて分析を行っている。R o b er tsは，同一性公理を満たす選好の下で厚生格差 

に関する個人間比較の情報が与えられたときにも，立場上の独裁者定理が再現することを示して 

いる。 しかし，厚生格差の個人間比較が可能な下での正義原理の特徴づけなど，今後に残されてい 

る課題も多い。

参 考 文 献

Arrow, K. J . (1951): Social Choice and Individual Values, New York : John Wiley & Sons, 2nd ed.， 
1 9 6 3 .(長名寛明訳『社会的選択と個人的評価』日本経済新聞社，1977年）

Arrow, K. J . (1977): “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice，’’ American Economic 
Review : Papers and Proceedings，v o l.67, 219-225.

Broome, J. (1993): “A Cause of Preference is not an Object of Preference，’’ Social Choice and Welfare, 
vol.10, 57-68.

Cooter, R_ and P. Rappoport (1984) : “Were the Ordinalists Wrong About Welfare Economics?” 
Journal o f Economic Literarure，v o l.22, 507-530.

d’Aspremont，C .(1985): “Axioms for Social Welfare Orderings”，in Hurwicz, L.，Schmeidler, D. and 
H. Sonnenschein eds,，Social Goals and Social Organization，Cambridge: Cambridge university 
Press, pp. 19-76.

(17) 例えば d’ Aspremont and Gevers (1978)，Deschamps and Gevers (1978)，Gevers (1979)，Maskin 
(1978)，Roberts (1980b)などがある。

(18) Roberts (1992)では，単調性は仮定されていない。

59



d’Aspremont，C_ and L_ Gevers (1977) : “Equity and the Informational Basis of Collective Choice”, 
Review o f Economic Studies, V o l.44, pp. 199-209.

Deschamps, R_ and L. Gevers (1978) : “Leximin and Utilitarian Rules : A Joint Characterization，” 
Journal o f Economic Theory，v o l .17, pp. 143-163.

Gevers, L . (1979) : “On Interpersonal Comparability and Social Welfare Orderings”，Econometrica, 
v o l.47, pp. 75~89.

Hammond, P. J. (1976): “Equity，Arrow’s Conditions and Rawls’ Difference Principle”，Econometrica, 
V o l.44, pp. 793-804.

Hammond, P. J. (1991):“Interpersonal Comparisons of Utility : Why and How they Are and Should 
be Made?” in Elster, J. and J. E. Roemer，eds., Interpersonal Comparisons o f Well-Being， 
Cambridge : Cambridge University Press, pp. 200-254.

Hare, R. M .(1963) : Freedom and Reason, Oxford : Clarendon Press (山内友三郎訳『自由と理性』理 

想社，1982年).
Hare, R. M .(1981): Moral Thinking : Its Levels，Method, and Point, Oxford : Clarendon Press (内 

井惣七 • 山内友三郎訳『道徳的に考えること』勁草書房，1994年）

Harsanyi, J. C .(1955) : “Cardinal Welfare, Individualistic Ethics，and Interpersonal Comparisons of 
Utility”，Journal o f Political Economy，V o l.63, pp. 309-321.

Harsanyi, J. C . (1977) : Rational Behaviour and Bargaining Equilibrium in Games and Social 
Situations，New York : Cambridge University Press.

Harsanyi, J. C .(1982) : “Morality and the Theory of Rational Behaviour”，in Sen, A. K.，and B. 
Williams eds., Utilitarianism and Beyond, Cambridge : Cambridge University Press, pp. 39-62.

Hume, D .(1739-40) : Treatise o f Human Nature, ed. by L. A. Selby-Bigge, Oxford : Clarendon Press. 
First ed. 1 8 8 8 .(大槻春彦訳 f人性論』岩波書店，1948-52年）

Kaneko, M .(1984) : “On Interpersonal Utility Comparisons”，Social Choice and Welfare, V o l.1，pp. 
165-175.

Mackay, A. F . (1986) : “Extended Sympathy and Interpersonal Utility Comparisons”，Journal o f 
Philosophy, V o l.83, pp. 305-322.

Maskin, E . (1978) : “A Theorem on Utilitarianism”，Review of Economic Studies, V o l.45, pp. 93- 96_
Nagahisa, R. and K_ Suga (1994) : “Imposibility Theorems with Interpersonally Comparable Welfare 

Levels ; ‘Extended Sympathy Approach’ Reconsidered”，mimeographed.
Rawls, J. (1971):A  Theory o f Justice，Cambridge, Mass. : Harvard University Press (矢嶋韵次監訳 

『正義論』紀伊国屋書店，1979年）

Robert, K. W. S. (1980a) : “Possibility Theorems with Interpersonally Comparable Welfare Levels”， 
Review o f Economic Studies，V o l.47, pp. 409-420.

Robert, K. W. S. (1980b) : “Interpersonal Comparability and Social Choice Theory”，Review o f 
Economic Studies，V o l.47, pp. 421-439.

Robert, K_ W. S. (1992) : “Valued Opinions or Opinionized Values : The Double Aggregation 
problem”. Forthcoming in Basu, K.，Pattanaik, P. K. and K. Suzumura, eds., Choice，Welfare and  
Development, Oxford : Oxford University Press.

Scanlon, T_ M .(1 9 9 1 ):“The Moral Basis of Interpersonal Comparisons”，in Eister J. and J. E. 
Roemer, eds., Interpersonal Comparisons o f Well-Being, Cambridge : Cambridge University 
Press, pp. 17-44.

Sen, A. K .(1970) •• Collected Choice and Social Welfare, San Francisco _• Holden-Day.
Sen，A. K . (1977) : “On Weights and Measures : Informational Constraints in Social Welfare

60



Analysis”，Econometrica，V o l.45, pp. 1539-1572.
Sen, A. K .(1979): “Interpersonal Comparisons of Welfare”，in Boskin, M.，ed., Economics and Human 

Welfare，New York : Academic Press, pp. 183-201.
Smith, A. (1759) : The Theory o f Moral Sentiments, ed. by Raphael,D. D. and A. L. Macfie，Oxford 

: Clarendon Press, 1 9 76 .(水田洋訳『道徳感情論』筑摩書房，1973年）

Strasnick, S . (1976) : “social Choice and the Derivation of Rawls’s Difference Principle”，Journal o f 
Philosophy, V o l.73, pp. 85~99.

Strasnick, S. (1979): “Extended Sympathy Comparisons and the Basis of Social Choice”，Theory and 
Decision, V o l.10, pp. 311-328.

Suppes, P. (1966) : “Some Formal Models of Grading Principles”, Synthese，V o l.16, pp. 284-306.
Suzumura, K.(1983a) : “Resolving Conflicting Views of Justice in Social Choice”，in Pattanaik, P. K. 

and M. Salles, eds., Social Choice and Welfare, Amsterdam : North-Holland, pp 125-149.
Suzumura, K.(1983b): Rational Choice，Collective Deststons and Social Welfare，New York : Cambrid

ge University Press.
Suzumura，K .(1994) : “Interpersonal Comparisons of the Extended Sympathy Type and the Possibil

ity of Social Choice”，Discussion Paper Series A No. 295, The Institute of Economic Reserch， 
Hitotsubashi University. Forthcoming in Arrow, K. J.，Sen, A. K. and K. Suzumura，eds., Social 
Choice Rexamined，London : Macmillan.

内井惣七（1 9 8 8 ):『自由の法則利害の論理』 ミネルヴァ書房.
山内友三郎（1991) ：『相手の立場に立つ------ ア̂の道徳哲学—— 』勁草書房.

長 久 領 舂 （関西大学経済学部助教授) 
須 * 晃 ー （福岡大学経済学部教授)

61


